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モ
畑
が
広
が
る
、美
し
い
風
景
を
観
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
風
景
は
自
然
の
も
の
で
は
当
然
な
く
、
人

の
手
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

一
五
〇
年
前
、「
北
海
道
」
と
名
付
け
ら
れ
た
ば
か
り

の
こ
の
土
地
は
、
函
館
や
松
前
と
い
っ
た
一
部
の
地
域
を

除
き
、
大
部
分
が
「
無む

主し
ゅ

地ち

」
と
さ
れ
、
後
に
「
北
海
道

国
有
未
開
地
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

元
々
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
使
っ
て
い
た
土
地
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
土
地
の
所
有
権
な
い
し
用
益
権
を
ア
イ
ヌ
の
方
々
に

は
ま
っ
た
く
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
無
主
地
に
当
時
の
開
拓
使
が
線
を
引
き
、ま
ず「
原

野
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
の
設
定
を
行
っ
た
上
で
、

原
野
を
短
冊
形
に
区
切
り
、「
殖
民
地
区
画
」
と
し
て
設

定
し
ま
し
た
。
短
冊
形
に
区
切
ら
れ
た
土
地
の
景
観
は
、

現
在
も
飛
行
機
で
上
空
を
飛
べ
ば
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
後
、
こ
の
区
画
さ
れ
た
殖
民
地
で
農
業
な
ど
に
従

事
す
る
入
殖
者
を
国
内
で
募
集
し
、
来
道
し
た
入
植
者
に

対
し
て
は
土
地
の
貸か
し

下さ
げ

を
開
始
し
ま
し
た
。
最
初
か
ら
入

植
者
に
土
地
の
所
有
権
は
付
与
し
ま
せ
ん
。
入
植
か
ら
三

～
五
年
経
つ
と
開
拓
使
、
の
ち
に
北
海
道
庁
（
一
八
八
六

は
じ
め
に

　

北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
院
の
谷
本
と
申
し
ま
す
。

私
が
所
属
す
る
文
学
研
究
院
の
日
本
史
学
研
究
室
に
は
教

員
が
六
名
在
籍
し
、
そ
れ
ぞ
れ
古
代
、
中
世
、
近
世
、
近

代
、
現
代
、
思
想
史
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
私
は
こ
の
中

で
近
世
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
近
世
と
は
江
戸
時
代
の
こ

と
で
す
。大
学
の
仕
事
と
し
て
は
江
戸
時
代
全
般
を
扱
い
、

そ
の
一
方
で
個
人
的
な
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
ア
イ
ヌ

民
族
に
関
す
る
こ
と
や
、
北
海
道
、
サ
ハ
リ
ン
、
千
島
列

島
、
ア
ム
ー
ル
ラ
ン
ド
と
い
っ
た
諸
地
域
の
江
戸
時
代
の

状
況
な
ど
を
主
に
扱
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、私
は
高
校
時
代
の
三
年
間
を
旭
川
市
で
過
ご
し
、

現
在
も
両
親
は
旭
川
市
内
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
こ
と
が
縁
で
、
北
海
道
教
育
大
学
旭
川
校
の
海
老
名
尚

教
授
ら
と
と
も
に
、『
新
旭
川
市
史
』（
二
〇
〇
二
～
〇
九

年
）
の
編
纂
作
業
に
携
わ
っ
た
経
験
も
あ
り
ま
す
。
こ
の

と
き
は
、
近
代
、
す
な
わ
ち
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
期
の

同
市
内
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
を
主
に
担
当
し
ま

し
た
。

　

二
〇
一
八
年
は
北
海
道
命
名
一
五
〇
年
目
の
年
で
、
こ

れ
を
テ
ー
マ
と
す
る
道
庁
主
催
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
道
内

各
地
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
中
で
私
自
身
も
北
海
道
開

拓
を
テ
ー
マ
に
し
た
講
演
な
ど
を
行
う
機
会
が
あ
り
ま
し

た
。

　

本
日
は
、
こ
れ
ま
で
北
海
道
の
近
世
お
よ
び
近
代
に
つ

い
て
の
研
究
を
進
め
て
き
た
立
場
か
ら
、「
北
海
道
開
拓

の
光
と
影

－

「
開
拓
」
と
「
地
方
自
治
」
を
め
ぐ
っ
て
」

と
題
し
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
前
半
は
近
代

以
降
の
北
海
道
全
体
の
話
を
し
、
後
半
で
は
、
副
題
に
も

あ
る
と
お
り
、
旭
川
市
の
地
方
自
治
を
中
心
に
ア
イ
ヌ
民

族
が
置
か
れ
た
状
況
な
ど
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

１
．
北
海
道
開
拓
の
二
面
性

　

⑴　

殖
民
地
区
画
の
形
成
と
入
植
者
へ
の
貸
下

  

例
え
ば
十
勝
の
芽
室
町
に
は
現
在
、
広
大
な
ジ
ャ
ガ
イ

北
海
道
開
拓
の
光
と
影

－「
開
拓
」と「
地
方
自
治
」を
め
ぐ
っ
て

　

谷　

本　

晃　

久

北
海
道
史
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
第
３
回
学
習
会
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年
設
置
の
国
の
直
轄
出
先
機
関
）
か
ら
検
査
官
が
来
て
検

査
を
行
い
、
成
墾
の
見
込
み
あ
り
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に

初
め
て
そ
の
土
地
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

芽
室
町
の
場
合
、
一
八
八
八
年
に
芽
室
太
原
野
と
し
て

設
定
さ
れ
た
後
、
一
八
九
二
年
に
殖
民
地
区
画
の
設
定
が

行
わ
れ
、
一
八
九
六
年
か
ら
入
植
者
へ
の
貸
下
が
開
始
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
以
降
、
入
植
者
た
ち
の
数
十
年
に
わ
た

る
苦
労
の
積
み
重
ね
の
果
て
に
、
現
在
観
ら
れ
る
美
し
い

ジ
ャ
ガ
イ
モ
畑
の
風
景
が
つ
く
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

⑵　

保
護
地
で
の
集
住
を
強
制
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
民
族

　

こ
の
よ
う
に
、
北
海
道
の
土
地
の
大
部
分
は
、
北
海
道

命
名
後
、
無
主
地
、
国
有
未
開
地
と
さ
れ
た
上
で
、
原
野
、

殖
民
地
区
画
の
設
定
へ
と
進
み
、
入
植
者
に
与
え
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
以
前
か
ら
北
海
道
に
住
ん
で

い
た
先
住
の
ア
イ
ヌ
民
族
は
、先
ほ
ど
も
述
べ
た
と
お
り
、

従
来
の
土
地
の
用
益
権
を
認
め
ら
れ
ず
、
生
活
の
場
を
奪

わ
れ
ま
し
た
。

　

で
は
、
生
活
の
場
を
奪
わ
れ
た
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
は
ど

う
な
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
殖
民
地
区
画
の
設
定
に
際
し

て
リ
ザ
ー
ブ
（
留
保
）
さ
れ
た
一
部
の
地
区
に
集
め
ら
れ

て
集
住
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
土
地
を

「
旧
土
人
保
護
地
」
と
い
い
ま
す
。
例
え
ば
上
川
盆
地
で

は
近
文
地
区
が
保
護
地
と
さ
れ
、
上
川
郡
全
体
の
〇
・
〇

五
％
に
過
ぎ
な
い
こ
の
地
区
に
、
石
狩
川
上
流
域
に
暮
ら

し
て
き
た
す
べ
て
の
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
集
住
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。

　

芽
室
太
原
野
の
場
合
、
毛け

根ね

と
い
う
地
区
が
、
同
原
野

に
住
ん
で
い
た
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
保
護
地
と
さ
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
実
際
に
入
植
者
た
ち
が
多
数
移
り
住
ん
で

く
る
と
、
先
住
し
て
い
た
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
は
追
い
や
ら

れ
、
最
終
的
に
保
護
地
の
中
だ
け
で
生
活
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

な
お
、「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」（
明
治
三
二
年
三
月

二
日
法
律
第
二
七
号
）
の
制
定
は
実
は
こ
う
し
た
動
き
よ

り
も
後
の
こ
と
で
す
。
同
法
は
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
に
条
件

付
き
で
旧
土
人
保
護
地
の
所
有
権
を
無
償
で
分
け
与
え
る

こ
と
を
趣
旨
と
す
る
法
律
で
す
。
同
法
第
一
条
に
「
北
海

道
旧
土
人
ニ
シ
テ
農
業
ニ
従
事
セ
ム
ト
欲
ス
ル
者
ニ
ハ
一

戸
ニ
付
土
地
一
万
五
千
坪
以
内
ヲ
限
リ
無
償
下
付
ス
ル
コ

ト
ヲ
得
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
旧
土
人
保
護
地
か

ら
分
与
さ
れ
た
土
地
を
「
旧
土
人
給
与
地
」
と
い
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
て
、
ア
イ
ヌ
の
土
地
の
所
有
権

は
奪
わ
れ
て
い
な
い
、
同
法
は
悪
法
で
は
な
い
、
な
ど
と

す
る
主
張
も
聞
か
れ
ま
す
が
、
実
際
に
は
土
地
の
質
が
良

く
な
い
旧
土
人
保
護
地
し
か
分
与
の
対
象
に
な
っ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
開
拓
使
に
よ
る
原
野
設
定
と
殖
民

地
区
画
の
段
階
で
、
ア
イ
ヌ
民
族
は
土
地
の
所
有
権
の
ほ

と
ん
ど
を
奪
わ
れ
た
と
言
え
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
同
法
の

も
と
で
は
、
い
わ
ゆ
る
同
化
政
策
が
進
め
ら
れ
、
ア
イ
ヌ

民
族
に
対
す
る
日
本
語
の
み
に
よ
る
教
育
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
ア
イ
ヌ
の
文
化
・
言
語
の
否
定
を
意
味
す
る

も
の
で
す
。

　

毛
根
地
区
の
場
合
、
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
が
制
定
さ

れ
る
前
、
一
八
八
五
年
に
は
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
保
護
地
に

集
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
サ
ン
ク
ル
赤
簗
三
九
郎
氏
が
集

落
を
束
ね
、
保
護
地
で
の
生
活
の
近
代
化
に
向
け
た
努
力

を
重
ね
ま
し
た
。

　

し
た
が
っ
て
、こ
こ
で
紹
介
し
た
芽
室
の
例
に
限
ら
ず
、

明
治
に
始
ま
る
北
海
道
開
拓
の
歴
史
に
は
、
ど
の
地
域
で

も
必
ず
、
文
字
通
り
の
開
拓
の
歴
史
だ
け
で
な
く
、
同
じ

長
さ
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
近
代
史
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

⑶　

北
海
道
博
物
館
の
歌
碑
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と

　

北
海
道
と
い
う
行
政
単
位
が
生
ま
れ
た
の
が
、
一
八
六

九
（
明
治
二
）
年
、
旧
暦
の
八
月
一
五
日
の
こ
と
で
す
。

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
二
〇
一
八
年
は
「
北
海
道

命
名
一
五
〇
年
（
目
）」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
テ
ー

マ
と
す
る
道
庁
主
催
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
各
地
で
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
厳
密
に
言
え
ば
、
命
名
一
五
〇
年
の
節
目

は
二
〇
一
九
年
に
な
る
は
ず
な
の
で
す
が
、「
一
五
〇
年

目
」
で
あ
る
二
〇
一
八
年
を
重
視
す
る
こ
と
に
は
、
一
八

六
八
年
の
明
治
維
新
か
ら
一
五
〇
年
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
合

わ
せ
よ
う
と
い
う
意
思
が
働
い
て
い
ま
す
。
い
つ
合
わ
せ

た
の
か
正
確
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
恐
ら
く
道
庁
職
員

の
誰
か
が
ど
こ
か
の
時
点
で
調
整
を
行
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
、少
な
く
と
も
一
九
三
六
～
三
七
年
に
発
行
さ
れ
た『
新

撰
北
海
道
史
』
で
は
す
で
に
合
わ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
北
海
道
「
命
名
」
一
五
〇
年
と
し
て
い
る
こ
と

に
は
、
か
つ
て
「
北
海
道
百
年
記
念
式
典
」（
一
九
六
八

年
九
月
二
日
）
が
行
わ
れ
た
と
き
に
、「
開
道
百
年
」、
す
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な
わ
ち
、
北
海
道
「
開
基
」
一
〇
〇
年
と
し
た
こ
と
に
対

し
て
強
い
批
判
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
開
基
と
し
て
し
ま

う
と
、
そ
の
前
に
は
何
も
無
か
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を

与
え
ま
す
。

　

道
立
の
北
海
道
博
物
館
（
札
幌
市
厚
別
区
）
の
構
内
に
、

一
つ
の
歌
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
北
海
道
博
物
館
も

か
つ
て
は
北
海
道
開
拓
記
念
館
（
一
九
七
一
年
開
設
）
と

い
う
名
称
で
し
た
が
、
こ
れ
も
批
判
が
あ
っ
た
た
め
、
二

〇
〇
五
年
に
現
在
の
施
設
名
に
改
称
し
て
い
ま
す
。
こ
の

歌
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
歌
は
、
香こ
う
じ
ゅ
ん淳
皇
后
（
昭
和
天
皇
の

皇
后
）
が
前
出
の
北
海
道
百
年
記
念
式
典
に
い
ら
し
た
際

に
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
す
。
揮
毫

は
入い
り
え
す
け
ま
さ

江
相
政
侍
従
長
に
よ
り
ま
す
。

　
「
い
か
ば
か
り　

み
心
い
た
め
た
ま
ひ
け
む　

も
も
と
せ

ま
へ
の　

御
世
の
は
じ
め
に
」

　

主
語
は
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
皇
后
が
「
み
心
」
と

い
う
敬
語
を
使
う
の
は
天
皇
以
外
に
な
く
、
ま
た
、「
も

も
と
せ
ま
へ
」と
は
一
〇
〇
年
前
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、

心
を
痛
め
て
い
る
の
は
明
治
天
皇
に
な
り
ま
す
。つ
ま
り
、

明
治
天
皇
は
一
〇
〇
年
前
、
明
治
の
御
世
の
始
ま
り
に
お

い
て
、
北
海
道
の
こ
と
で
ど
れ
だ
け
宸し
ん
き
ん襟
を
悩
ま
せ
奉
っ

た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
を
偲
ん
で
、

こ
の
式
典
に
臨
ん
で
い
る
と
、
皇
后
自
身
が
歌
に
詠
ん
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。
北
海
道
の
設
立
は
明
治
天
皇
に
と
っ

て
心
を
痛
め
る
よ
う
な
事
案
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

う
し
た
認
識
が
香
淳
皇
后
に
共
有
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
う
し
た
認
識
は
、
の
ち
に
述
べ
ま
す
が
、
当
時
の
国

際
情
勢
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
北
海
道
開
拓
が
単
に

喜
ば
し
い
こ
と
で
は
な
い
、
二
面
性
を
備
え
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

２
．
新
た
な
道
「
北
海
道
」
の
設
置
、
そ
の
特
徴
と

　

背
景

　

⑴　

北
海
道
と
道
内
一
一
カ
国
八
六
郡
の
設
置
と
そ
の

　
　

意
味

　
「
北
海
道
」
の
設
置
は
太
政
官
布
告
（
一
八
六
九
年
八

月
一
五
日
公
布
）
に
よ
る
も
の
で
、「
此
度
蝦
夷
地
一
円

北
海
道
と
称
し
、
拾
壱
箇
国
に
分
チ
、
開
拓
使
相
建
、
総

テ
御
政
令
御
掴
行
相
成
候
様
条
、
此
段
相
達
」
と
書
か
れ

て
い
ま
し
た
。

　

一
八
六
九
年
の
「
北
海
道
」
の
設
置
は
、
本
州
・
四
国
・

九
州
に
奈
良
時
代
か
ら
存
在
し
て
き
た
「
五
畿
七
道
」
と

い
う
律
令
制
下
の
広
域
行
政
区
分
に
、
新
た
に
八
つ
め
の

道
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　

あ
わ
せ
て
、
太
政
官
布
告
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
と
お

り
、「
道
」
を
設
置
す
る
と
、「
道
」
の
中
に
「
国
」
を
、

「
国
」
の
中
に
「
郡
」
を
、「
郡
」
の
中
に
「
村
」
を
設
置

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
国
郡
制
）。
そ
の
た
め
、「
北
海

道
」
の
設
置
に
伴
い
、
道
内
に
も
一
一
カ
国
八
六
郡
数
百

カ
村
が
置
か
れ
ま
し
た
（
図
表
１
）。

　

例
え
ば
、
現
在
の
東
京
都
豊
島
区
の
Ｊ
Ｒ
池
袋
駅
の
周

辺
は
、
か
つ
て
は
東
海
道
・
武
蔵
国
・
豊
島
郡
・
池
袋
村

だ
っ
た
の
と
同
様
に
、
現
在
の
帯
広
市
の
辺
り
は
北
海
道

の
設
置
当
時
は
北
海
道
・
十
勝
国
・
河
西
郡
・
下
帯
広
村

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、
王
政
復
古
を
成
し
遂
げ
た
明
治

の
「
御
世
の
は
じ
め
に
」、
あ
ら
た
め
て
蝦
夷
地
を
「
北

海
道
」
と
命
名
し
、
あ
わ
せ
て
奈
良
時
代
以
来
の
作
法
で

行
政
区
画
と
し
て
の
道
・
国
・
郡
・
村
を
設
置
し
、
正
式

な
日
本
の
領
土
に
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　

⑵　

免
罪
符
と
し
て
利
用
さ
れ
る
松
浦
武
四
郎

　
「
北
海
道
」
と
い
う
道
名
、
一
一
の
国
名
、
八
六
の
郡

名
は
、
松
浦
武
四
郎
が
名
付
け
親
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
道

庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
あ
る
「
北
海
道
一
五
〇
年
事
業
」

の
ペ
ー
ジ
で
は
、
武
四
郎
は
以
下
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て

い
ま
し
た
（
現
在
は
終
了
）。

　
「
北
海
道
の
名
付
け
親
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
松
浦
武
四
郎

と
い
う
人
物
で
す
。

　

武
四
郎
は
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り
か
ら
明
治
に
か
け
て
活
躍
し

た
探
検
家
で
、
六
度
に
渡
る
蝦
夷
地
（
北
海
道
）
の
探
査
を
通
じ

て
ア
イ
ヌ
の
人
々
と
も
交
流
を
深
め
、
蝦
夷
地
の
詳
細
な
記
録
を

数
多
く
残
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
蝦
夷
地
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け

る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
強
い
思
い
を
持
ち
、
行
動
し
た
人
で
も

あ
り
ま
す
。

　

蝦
夷
地
の
こ
と
に
詳
し
い
第
一
人
者
と
し
て
明
治
政
府
の
一

員
と
な
り
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
七
月
一
七
日
、
明
治
政
府

に
対
し
、
蝦
夷
地
に
代
わ
る
新
た
な
名
称
と
し
て
「
北
海
道
」
の

も
と
と
な
っ
た
「
北
加
伊
道
」
を
含
む
六
案
を
提
案
し
ま
し
た
。
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国 国別の郡数 郡　　　名

渡島国 7 亀田郡　茅部郡　上磯郡　福島郡　津輕郡　檜山郡　尒志郡

後志国 17 久遠郡　奥尻郡　太魯郡　瀬掤郡　島牧郡　壽都郡　歌棄郡　磯谷郡　岩内郡　

古宇郡　積丹郡　美國郡　古平郡　余市郡　忍路郡　高島郡　小樽郡

石狩国 9 石狩郡　札縨郡　夕張郡　樺戸郡　空知郡　雨龍郡　上川郡　厚田郡　濱益郡

天塩国 6 増毛郡　留萠郡　苫前郡　天塩郡　中川郡　上川郡

北見国 8 宗谷郡　利尻郡　礼文郡　枝幸郡　紋別郡　常呂郡　網走郡　斜里郡

膽振国 8 山越郡　虻田郡　有珠郡　室蘭郡　幌別郡　白老郡　勇拂郡　千歳郡

日高国 7 沙流郡　新冠郡　靜内郡　三石郡　浦河郡　様似郡　縨泉郡

十勝国 7 廣尾郡　當縁郡　大津郡　中川郡　河東郡　河西郡　十勝郡

釧路国 7 白糠郡　足寄郡　釧路郡　阿寒郡　網尻郡　川上郡　厚岸郡

根室国 5 花咲郡　根室郡　野付郡　目梨郡　標別郡

千島国 5 國後郡　擇捉郡　振別郡　紗那郡　蘂取郡

※　国立公文書館デジタルアーカイブ掲載の「公文録」を基に編集部作成 （2020年３月）。

＜図表１＞　1869（明治２）年８月15日設置の北海道11国86郡

＜図表２＞　北海道周辺における日露・日ソ間の国境の推移

条約等の名称 調印等の日 国境線の状況

日本国魯西亜国通好条約

（日露和親条約）

1855年２月７日(安政２年

12月21日)締結
択捉島と得撫島の間に国境線。樺太は両国国境未確定の地に。

日露間樺太島仮規則
1867年３月30日(慶応３年

２月25日)仮調印
樺太全島を両国雑居の地と定める。

太政官布告
1869 (明治２)年８月15日

公布

北海道および11カ国設置。歯舞・色丹は北海道根室国に、国

後・択捉は北海道千島国に含む。樺太は北海道に含まず。

樺太・千島交換条約
1875 (明治８)年５月７日

署名、同年８月22日批准

樺太での日本の権益の放棄、得撫島以北の千島18島をロシアが

日本に譲渡。カムチャツカ半島と占守島の間に国境線。千島列

島全島が北海道千島国に。

ポーツマス条約
1905 (明治38) 年９月４日

調印、10月10日日本批准

樺太の北緯50度以南の領土（南樺太）が日本領に。南樺太は北

海道に含まず、外地扱い。

日本国との平和条約 (サ

ンフランシスコ講和条約)

1951 (昭和26) 年９月８日

署名、1952 (昭和27) 年４

月28日発効

日本の有していた千島列島・南樺太の権利、権原、請求権を放

棄。日本側は、北方四島は千島列島に含まない（北海道に含

む）とする立場。

日ソ共同宣言
1956 (昭和31) 年10月19日

署名、同年12月12日発効

両国は引き続き平和条約締結交渉を行い、条約締結後にソ連は

日本へ歯舞群島と色丹島を引き渡す、と明記。



6北海道自治研究 ２０２０年３月（Ｎo.614）

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

以
上
の
四
カ
国
は
、
い
ず
れ
も
北
海
道
の
南
西
部
に

あ
っ
て
、
江
戸
時
代
に
は
「
場
所
請
負
制
」
の
地
域
単
位

に
も
な
っ
た
「
場
所
」
が
細
か
く
区
切
ら
れ
た
地
域
で
し

た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
四
カ
国
の
地
域
に
新
た
な
国
名

を
付
け
る
こ
と
に
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
元
々
広
域
地
名

が
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
新
た
な

地
名
を
つ
け
る
出
典
と
し
て
武
四
郎
が
依
っ
た
の
が
『
日

本
書
紀
』
で
あ
り
、
復
古
の
意
識
が
あ
る
と
い
う
点
が
重

要
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、「
千
島
」
は
『
夫ふ

木ぼ
く

和
歌
集
』（
一
三
一
〇

年
頃
撰
）
が
出
典
で
す
。「
北
見
」
は
現
在
の
宗
谷
地
方

を
含
み
、
北
の
サ
ハ
リ
ン
を
見
渡
し
た
と
い
う
、
武
四
郎

自
身
の
蝦
夷
地
探
査
の
経
験
に
由
来
し
て
い
ま
す
。「
石

狩
」、「
天
塩
」、「
十
勝
」、「
釧
路
」、「
根
室
」
は
、
ア
イ

ヌ
語
に
由
来
す
る
も
の
で
、前
時
代
の
広
域
地
名（「
場
所
」

の
名
）
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

⑷　

背
景
と
し
て
の
日
露
国
境
問
題

　

以
上
で
見
て
き
た
と
お
り
、
武
四
郎
が
北
海
道
の
道
名

案
や
国
名
案
を
提
案
し
た
と
き
の
ス
タ
ン
ス
は
、
渡
島
・

後
志
・
胆
振
・
日
高
の
国
名
の
付
け
方
に
特
に
表
れ
て
い

る
よ
う
に
、
明
治
維
新
・
王
政
復
古
の
時
代
に
生
き
た
志

士
と
し
て
の
立
場
お
よ
び
国
学
者
と
し
て
の
古
典
の
教
養

に
基
づ
き
、「
北
海
道
は
昔
か
ら
朝
廷
が
統
治
し
て
い
た

土
地
で
あ
っ
た
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
打
ち
出
そ
う
と

い
う
も
の
で
す
。

　

こ
の
文
章
自
体
は
非
常
に
美
し
く
、
和
人
と
ア
イ
ヌ
民

族
と
の
共
生
を
目
指
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
武
四

郎
の
功
績
を
示
し
、
北
海
道
開
拓
の
影
の
部
分
で
あ
る
ア

イ
ヌ
民
族
の
近
代
の
苦
難
に
は
一
切
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ア
イ
ヌ
民
族
側
の
評
価
も
武
四
郎
に
は
お
お
む
ね
好
意
的

で
す
。
行
政
側
に
と
っ
て
も
、
ア
イ
ヌ
民
族
側
に
と
っ
て

も
、
武
四
郎
は
都
合
が
良
い
人
物
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い

る
現
状
が
見
ら
れ
ま
す
。
い
わ
ば
、
北
海
道
の
歴
史
を
考

え
る
上
で
、
武
四
郎
の
存
在
が
免
罪
符
に
な
っ
て
い
る
よ

う
に
も
思
え
ま
す
。

　

⑶　

道
名
・
国
名
案
に
見
る
武
四
郎
の
ス
タ
ン
ス

　

武
四
郎
に
よ
る
道
や
国
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
ど
の
よ
う
な

意
図
が
あ
る
か
と
考
え
て
み
る
と
、
彼
を
ア
イ
ヌ
と
の
共

生
を
目
指
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
い
い
切
れ
て
し
ま
え

る
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。

  

武
四
郎
が
政
府
に
対
し
、
蝦
夷
地
に
代
わ
る
道
名
と
、

国
名
・
郡
名
を
提
案
し
た
の
は
、「
蝦
夷
地
道
名
国
名
郡

名
之
義
申
上
候
書
付
」（
一
八
六
九
年
）と
い
う
文
書
で
す
。

こ
の
中
で
、
道
・
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
名
に
つ
い
て
、
す
べ

て
出
典
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

  

ま
ず
道
名
に
つ
い
て
は
、
武
四
郎
か
ら
六
つ
の
案
が
出

さ
れ
て
い
ま
す
。
出
典
で
分
け
る
と
、
日
本
の
古
典
に
因

む
も
の
が
「
日
高
見
道
」
と
「
千
島
道
」
の
二
案
、
中
国

の
古
典
に
因
む
も
の
が
「
海
北
道
」
と
「
海
島
道
」
の
二

案
、
朝
鮮
の
古
典
に
因
む
も
の
が
「
東
北
道
」
の
一
案
、

新
規
に
案
出
さ
れ
た
も
の
が
「
北
加
伊
道
」
の
一
案
で
す
。

「
加
伊
」
は
ア
イ
ヌ
語
の
「
カ
イ
ノ
ー
」
と
さ
れ
て
お
り
、

最
終
的
に
こ
れ
を
「
海
」
に
置
き
換
え
た
「
北
海
道
」
が

採
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

国
名
で
は
、
一
一
カ
国
の
名
の
う
ち
、
日
本
の
古
代
の

古
典
に
出
典
を
持
っ
て
い
る
も
の
が
四
つ
あ
り
ま
す
。「
渡

島
」、「
後
志
」、「
胆
振
」、「
日
高
」
で
す
。
出
典
は
す
べ

て
『
日
本
書
紀
』
で
す
。『
日
本
書
紀
』
は
日
本
最
古
の

官
撰
の
歴
史
書
、
正
史
で
す
。

　
「
渡
島
」
は
、
斉
明
天
皇
六
年
（
六
六
〇
年
）、
阿あ

倍べ

比の
ひ

羅ら

夫ふ

が
わ
た
り
し
ま

渡
嶋
に
来
て
、
そ
の
地
で
肅み
し
は
せ慎
を
討
っ
た
と
い
う

記
述
が
根
拠
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
後
志
」
と
「
胆
振
」
に
つ
い
て
は
、
斉
明
天
皇
五
年

（
六
五
九
年
）、
阿
倍
比
羅
夫
が
胆い
ぶ
り
さ
え

振
鉏
お
よ
び
斯し

梨り

蔽べ

之し

と
い
う
名
の
地
に
来
て
政
所
を
置
き
、
そ
の
地
の
蝦
夷
に

禄
を
授
け
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　
「
日
高
」は
さ
ら
に
古
く
、景
行
天
皇
二
七
年（
九
七
年
）、

武た
け
し
う
ち
の
す
く
ね

内
宿
禰
が
東
国
か
ら
帰
還
し
た
と
き
の
、景
行
天
皇（
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
の
父
）
へ
の
復
命
の
内
容
が
出
典
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
中
で
、「
東
夷
」
の
地
に
は
日ひ
た
か
み
の
く
に

高
見
国
が

あ
り
、
そ
こ
に
住
む
人
た
ち
は
、
結
髪
で
入
れ
墨
を
し
、

勇
敢
な
性
格
で
あ
り
、
そ
の
国
の
土
地
は
豊
か
で
広
い
と

し
て
、
征
服
す
る
べ
き
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
四
つ
の
国
の
名
を
『
日
本
書
紀
』
の
文
言
か
ら

案
出
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
古
代
に
お
い
て
す
で
に
大
和

朝
廷
は
北
海
道
に
行
政
の
拠
点
を
置
い
た
り
、
派
兵
し
た

り
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
朝
廷
と
北
海
道
の
関
わ
り
は
長

い
歴
史
を
有
し
て
い
る
の
だ
と
ア
ピ
ー
ル
す
る
意
図
が
あ
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太
・
千
島
交
換
条
約
」
で
の
確
定
後
も
「
ポ
ー
ツ
マ
ス
条

約
」、「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
」
と
、
そ
の
変
更

が
く
り
返
さ
れ
、
現
在
の
北
方
領
土
問
題
に
ま
で
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
（
図
表
２
）。

　

な
お
、後
に
「
日
ソ
共
同
宣
言
」（
一
九
五
六
年
）
で
は
、

「
日
ソ
両
国
は
引
き
続
き
平
和
条
約
締
結
交
渉
を
行
い
、

条
約
締
結
後
に
ソ
連
は
日
本
へ
歯
舞
群
島
と
色
丹
島
を
引

き
渡
す
」
と
書
か
れ
ま
し
た
が
、
明
治
に
定
め
ら
れ
た
日

本
の
行
政
区
分
上
、
歯
舞
・
色
丹
は
根
室
国
に
属
し
、
国

後
・
択
捉
は
千
島
国
に
属
し
た
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、
北
海
道
開
拓
は
、
北
海
道
の
ほ
ぼ
全
域
を
無

主
地
・
未
開
地
と
し
た
上
で
、
そ
こ
に
殖
民
地
を
区
画
し

て
入
植
者
に
貸
下
・
所
有
権
付
与
を
進
め
て
い
っ
た
と
い

う
流
れ
を
説
明
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
は
全
道
に

同
じ
よ
う
な
景
観
が
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
と
表
裏
を
な
す
格

好
で
、
土
地
の
占
有
権
を
奪
わ
れ
た
ア
イ
ヌ
民
族
の
近
代

史
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
北
海
道
開
拓
の
歴
史
が
本
格

的
に
始
ま
る
前
段
に
は
、
ロ
シ
ア
と
の
関
係
に
お
け
る
対

外
的
な
危
機
感
が
あ
り
、
日
露
間
で
の
国
境
画
定
の
作
業

が
課
題
と
さ
れ
ま
し
た
。

３
．
近
代
の
北
海
道
「
開
拓
」
の
特
色

　

⑴　

大
規
模
な
移
民
（
殖
民
）
の
成
功

　

一
八
九
〇
年
代
に
入
っ
て
北
海
道
開
拓
が
大
規
模
に
進

展
し
、
入
植
者
＝
移
民
の
受
け
入
れ
が
進
ん
で
い
く
な
か

で
、
道
内
の
人
口
状
況
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
き
ま

　

そ
の
背
景
に
は
、
当
時
の
政
府
が
最
も
苦
慮
し
て
い
た

日
露
間
の
国
境
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
苦
慮
こ
そ
が
、

冒
頭
で
お
話
し
し
た
明
治
天
皇
を
悩
ま
せ
た
問
題
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
国
内
で
明
治
維
新
と
い
う
政
変

が
起
き
、
新
政
府
が
幕
府
か
ら
政
権
を
奪
取
し
た
当
時
、

対
外
関
係
に
は
江
戸
時
代
か
ら
継
続
し
た
課
題
が
あ
り
、

北
海
道
周
辺
に
お
け
る
日
露
間
の
国
境
問
題
は
そ
の
一
つ

で
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
対
策
の
一
つ
と
し
て
「
北

海
道
」
を
設
置
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

な
お
、
樺
太
（
サ
ハ
リ
ン
）
は
こ
の
間
一
度
も
北
海
道

に
含
ま
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
樺
太
は
一
八
六
九
年

の
北
海
道
設
置
時
、「
日
露
間
樺
太
島
仮
規
則
」（
一
八
六

七
年
）
に
よ
っ
て
日
露
両
国
の
雑
居
地
と
さ
れ
て
い
た
か

ら
で
す
。
一
八
七
〇
年
か
ら「
樺
太
・
千
島
交
換
条
約
」（
一

八
七
五
年
）
の
締
結
ま
で
樺
太
開
拓
使
が
設
置
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
の
こ
と
も
樺
太
が
北
海
道
に
含
ま
れ
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
に
対
し
北
方
四
島
は
、す
で
に
「
日
露
和
親
条
約
」

（
一
八
五
五
年
）
で
日
本
領
と
し
て
確
定
さ
れ
て
い
た
た

め
、
北
海
道
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
北
海
道

の
設
置
に
伴
い
、
国
後
・
択
捉
に
は
千
島
国
が
設
置
さ
れ

た
ほ
か
、
歯
舞
・
色
丹
は
歴
史
的
に
「
ネ
モ
ロ
（
根
室
）

場
所
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
根
室
国
に
属
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、「
樺
太
・
千
島
交
換
条
約
」
に
よ
っ

て
千
島
列
島
全
島
が
日
本
領
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
最
東

端
の
シ
ュ
ム
シ
ュ

占
守
島
ま
で
の
全
島
が
北
海
道
千
島
国
に
な
り
ま
し

た
。

　

北
海
道
周
辺
に
お
け
る
日
露
・
日
ソ
の
国
境
線
は
、「
樺

し
た
。

　

明
治
維
新
の
こ
ろ
、
道
内
の
和
人
の
人
口
は
一
〇
万
人

程
度
で
、
そ
の
多
く
は
道
南
の
函
館
や
松
前
、
江
差
に
住

み
、
札
幌
も
含
む
そ
れ
以
外
の
地
域
で
は
ア
イ
ヌ
民
族
の

方
が
ま
だ
ま
だ
多
く
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
十
勝

地
方
の
人
口
状
況
を
見
る
と
、
一
八
七
三
年
の
十
勝
の
ア

イ
ヌ
の
人
口
は
一
四
八
二
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
一
八
八

三
年
の
帯
広
に
は
和
人
は
わ
ず
か
二
七
人
し
か
住
ん
で
い

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
れ
が
一
九
〇
〇
年
に
な
る
と
、
道
内
の
全
人
口
は
一

〇
〇
万
人
を
超
え
ま
す
が
、
和
人
が
九
八
万
五
〇
〇
〇
人

に
拡
大
す
る
の
に
対
し
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
人
口
は
一
八
五

〇
年
代
以
降
一
万
八
〇
〇
〇
人
前
後
の
水
準
で
ほ
と
ん
ど

変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
一
九
〇
〇
年
で
は
一
万
七
五
七
三
人

で
し
た
。
和
人
が
三
〇
年
足
ら
ず
の
短
期
間
に
一
〇
倍
近

く
ま
で
に
急
増
し
た
の
は
、
移
民
（
殖
民
）
が
大
成
功
し

た
か
ら
で
す
。

　

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
へ
の
転
換
期
は
、
北
海
道
の

風
景
を
大
き
く
変
え
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
圧
倒
的
な
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。先
ほ
ど
も
言
及
し
た「
北

海
道
旧
土
人
保
護
法
」
の
制
定
が
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）

年
で
、
こ
れ
は
二
〇
世
紀
に
入
る
二
年
前
の
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
至
っ
て
、
ア
イ
ヌ
の
方
々

に
頼
ら
な
く
て
も
、
和
人
だ
け
で
開
拓
が
進
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
北
海
道
の
状
況
の
変
化
を
表
し
て
い

ま
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、こ
れ
だ
け
大
規
模
な
移
民
の
成
功
は
、

東
ア
ジ
ア
全
体
を
見
渡
し
て
も
希
有
な
こ
と
で
す
。
こ
の
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・　

箱
館
府
の
廃
止
と
開
拓
使
の
設
置　

一
八
六
九
年

　

先
ほ
ど
松
浦
武
四
郎
に
よ
る
道
名
案
の
一
つ
に
「
北
加

伊
道
」
が
あ
り
、
こ
れ
が
最
終
的
に
採
用
さ
れ
て
「
北
海

道
」
に
な
っ
た
と
説
明
し
ま
し
た
。
武
四
郎
は
こ
の
「
加

伊
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
ア
イ
ヌ
語
の
カ
イ
ノ
ー
が
語

源
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、「
蝦
夷
」
に
も
関
係
が
あ
る
と

説
明
し
て
い
ま
す
。
蝦
夷
は
音
読
み
で
は
カ
イ
と
読
め
る

か
ら
で
す
。

  

蝦
夷
の
「
夷
」
は
古
代
中
国
の
中
華
思
想
に
由
来
す
る

概
念
で
す
。
中
華
思
想
は
、
中
華
の
天
子
が
世
界
の
中
心

に
あ
り
、
東
西
南
北
そ
れ
ぞ
れ
の
方
角
に
野
蛮
人
が
暮
ら

す
地
が
あ
る
と
い
う
世
界
観
で
す
。
日
本
は
古
代
中
国
の

こ
う
し
た
世
界
観
の
中
で
、
東
夷
、
す
な
わ
ち
、
東
方
の

野
蛮
人
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
大
和
朝

廷
は
こ
の
中
華
思
想
を
引
き
継
い
で
、
天
皇
を
日
本
の
中

心
と
し
な
が
ら
、
ア
イ
ヌ
を
含
む
朝
廷
に
服
属
し
な
い

人
々
を
東
夷
と
位
置
づ
け
、「
蝦
夷
」
と
名
付
け
ま
し
た
。

　

ア
イ
ヌ
語
学
者
の
金
田
一
京
助
（
一
八
八
二
～
一
九
七

一
年
）
の
説
に
よ
る
と
、「
蝦
」
は
エ
ビ
の
こ
と
で
あ
り
、

ア
イ
ヌ
民
族
の
男
性
が
尊
ぶ
長
い
髭
を
エ
ビ
の
長
い
触
角

に
な
ぞ
ら
え
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

蝦
夷
と
は
「
エ
ビ
の
よ
う
な
長
い
髭
を
生
や
し
た
東
方
の

野
蛮
人
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
蝦
夷
と
み
な
さ
れ

た
人
々
が
住
む
地
が
蝦
夷
地
で
あ
り
、
蝦
夷
も
蝦
夷
地
も

蔑
称
で
す
。

  

つ
ま
り
、「
北
海
道
一
五
〇
年
」
と
は
、
前
時
代
に
は

ア
イ
ヌ
民
族
の
土
地
で
あ
っ
た
蝦
夷
地
が
ロ
シ
ア
と
の
国

境
問
題
な
ど
を
背
景
に
し
な
が
ら
日
本
の
領
域
と
さ
れ
、

和
人
の
手
で
開
拓
や
自
治
が
公
式
に
始
め
ら
れ
た
歴
史
を

指
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　

⑶　

近
代
史
の
中
の
ア
イ
ヌ
民
族

　

給
与
地
に
押
し
込
め
ら
れ
た
ア
イ
ヌ
民
族
は
、
苦
し
い

日
々
を
た
だ
送
る
だ
け
だ
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
構
造
的

に
は
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
は
ア

イ
ヌ
文
化
の
同
時
代
的
な
展
開
が
様
々
に
実
践
さ
れ
て
き

て
い
ま
す
。

　

十
勝
を
例
に
挙
げ
る
と
、
た
と
え
ば
一
九
二
七
（
昭
和

二
）
年
に
、
ア
イ
ヌ
の
社
会
的
地
位
や
生
活
の
向
上
を
目

的
と
し
た
「
十
勝
ア
イ
ヌ
旭
明
社
」
と
い
う
団
体
が
組
織

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
旭
明
社
に
も
参
加
し
て
い
た
吉
田
菊
太
郎
（
一
八

九
六
～
一
九
六
五
年
）
は
、
後
に
北
海
道
ア
イ
ヌ
文
化
保

存
協
会
を
組
織
し
、
自
ら
の
農
業
で
の
成
功
を
基
に
、
ア

イ
ヌ
文
化
を
展
示
・
発
信
す
る
た
め
に
、
一
九
五
九
年
に

「
幕
別
蝦
夷
文
化
考
古
館
」（
幕
別
町
千
住
）
を
設
立
し
ま

し
た
。

　

一
九
五
七
年
に
は
、
伝
統
舞
踊
の
伝
承
を
目
的
と
し
た

「
帯
広
カ
ム
イ
ト
ウ
ポ
ポ
保
存
会
」
が
設
立
さ
れ
、
こ
こ

に
は
音
楽
家
の
安
東
ウ
メ
子（
一
九
三
二
～
二
〇
〇
四
年
、

帯
広
市
出
身
）
も
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
近
年
で
は
、
こ

の
帯
広
カ
ム
イ
ト
ウ
ポ
ポ
保
存
会
に
学
ん
だ
原
田
公
久
枝

氏
ら
が
二
〇
〇
九
年
に
「
フ
ン
ベ
シ
ス
タ
ー
ズ
」
を
結
成

し
、
ア
イ
ヌ
音
楽
の
Ｃ
Ｄ
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
中
に
は
、
各
地
で

状
況
は
、
北
海
道
の
近
代
史
を
考
え
る
上
で
も
、
無
視
で

き
な
い
環
境
の
変
化
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
北
海
道
開
拓
が
進
む
影
で
給
与
地
に
押
し
込

め
ら
れ
た
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
も
、
そ
こ
で
前
時
代
的
な
生

活
を
続
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
近
代
化
へ
の
努
力
を

重
ね
て
い
き
ま
す
。
ア
イ
ヌ
の
近
代
化
の
一
例
と
し
て
、

藤
戸
竹
喜
作
の
木
彫
『
日
川
善
次
郎
像
』
と
い
う
作
品
を

紹
介
し
ま
す
。日
川
氏
は
釧
路
地
方
屈
斜
路
の
エ
カ
シ（
長

老
）
で
、
髭
を
た
く
わ
え
、
西
洋
風
の
背
広
を
着
た
姿
が

彫
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

⑵　

近
代
の
北
海
道
「
開
拓
」
の
本
質

　

北
海
道
は
一
八
六
九
年
に
そ
の
よ
う
な
道
名
が
つ
け
ら

れ
る
以
前
、「
蝦
夷
地
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　

北
海
道
に
改
称
さ
れ
る
前
、
近
世
期
（
江
戸
時
代
）
の

蝦
夷
地
で
は
、
行
政
上
は
大
き
く
四
期
に
分
か
れ
る
支
配

体
制
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

①　

前
松
前
氏
時
代
（
松
前
藩
政
期
）　

一
五
九
〇
～

一
七
九
九
年

②　

前
幕
領
時
代
（
蝦
夷
地
第
一
次
幕
領
期
）　

一
七

九
九
～
一
八
二
二
年

③　

後
松
前
藩
時
代
（
松
前
藩
復
領
期
）　

一
八
二
二

～
五
五
年

④　

後
幕
領
時
代
（
蝦
夷
地
第
二
次
幕
領
期
）　

一
八

五
五
～
六
八
年

・　

箱
館
裁
判
所
・
箱
館
府
の
設
置  

一
八
六
八
年

・　

榎
本
武
揚
軍
政
期　

一
八
六
八
～
六
九
年
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し
か
し
、
例
え
ば
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
東
北
地
方
の

ア
イ
ヌ
語
由
来
の
地
名
（
都つ

岐き

沙さ

羅ら

な
ど
）
が
数
多
く
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
が
記
録
す
る
時
代
は
、

ア
イ
ヌ
史
で
は
擦
文
文
化
以
前
の
時
代
で
す
。
と
い
う
こ

と
は
、
少
な
く
と
も
ア
イ
ヌ
語
は
、
考
古
学
の
い
う
「
ア

イ
ヌ
文
化
」
期
の
以
前
、『
日
本
書
紀
』
に
書
か
れ
る
時

代
に
、
東
北
地
方
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。
こ
れ
を
「
ア
イ
ヌ
語
族
」
と
呼
ぶ
研
究
者
も
い

ま
す
。
奈
良
時
代
の
『
万
葉
集
』
の
時
代
の
文
化
と
江
戸

時
代
の
文
化
が
全
く
異
な
っ
て
い
な
が
ら
、
日
本
史
と
し

て
通
史
的
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ア
イ
ヌ
の
歴
史
も

通
史
と
し
て
の
連
続
性
を
有
し
て
い
ま
す
。
旧
石
器
時
代

や
縄
文
時
代
を
日
本
史
と
し
て
語
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ア

イ
ヌ
史
に
お
い
て
も
旧
石
器
時
代
や
縄
文
時
代
を
語
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
〇
二
〇
年
四
月

に
開
館
予
定
の
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
の
歴
史
パ
ー
ト

の
叙
述
も
、
こ
う
し
た
考
え
方
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
い
て
、
ア
イ
ヌ
史
を

通
史
的
に
長
い
ス
パ
ン
で
捉
え
る
こ
と
は
、
先
住
と
は
何

か
、
北
海
道
に
昔
か
ら
暮
ら
し
て
き
た
人
々
は
ど
の
よ
う

な
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
く
と
思
い
ま
す
。

５
．
ア
イ
ヌ
民
族
の
近
世
・
近
代
史

　

⑴　

近
世
に
お
け
る
松
前
藩
と
の
関
係

　

ア
イ
ヌ
民
族
の
生
活
域
を
取
り
巻
く
国
や
地
域
は
、
日

努
力
・
成
功
し
、
近
代
化
を
成
し
遂
げ
た
個
人
も
い
ま
す
。

現
代
に
お
い
て
も
後
続
の
世
代
が
新
た
な
ス
タ
イ
ル
に
よ
る

伝
統
文
化
の
発
信
な
ど
で
挑
戦
を
続
け
て
い
ま
す
。
た
だ
、

皆
が
こ
の
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ア
イ
ヌ

本
来
の
生
活
の
手
段
を
奪
わ
れ
、
貧
困
と
差
別
の
中
で
の
暮

ら
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
た
ち
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
も
確

か
で
あ
り
、そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

４
．
ア
イ
ヌ
史
の
捉
え
方

　

北
海
道
の
地
方
自
治
に
お
い
て
、
ア
イ
ヌ
民
族
は
ど
の

よ
う
な
担
い
手
に
な
っ
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
論
点
は
非

常
に
重
要
で
す
。
地
方
自
治
の
担
い
手
で
も
あ
る
は
ず
の

先
住
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
民
族
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提

と
し
た
地
方
自
治
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
本
腰
を
入
れ
て
考

え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

二
〇
一
五
年
に
、
札
幌
市
議
の
一
人
が
「
ア
イ
ヌ
民
族

は
先
住
民
で
は
な
い
」な
ど
と
ネ
ッ
ト
上
に
書
き
込
ん
で
、

そ
の
後
の
市
議
選
で
落
選
す
る
と
い
う
状
況
が
見
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
発
言
の
背
景
に
は
、「
ア
イ
ヌ
文
化
」

は
一
三
世
紀
以
降
の
土
器
を
用
い
な
い
文
化
を
指
す
と
す

る
考
古
学
の
定
義
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
歴
史
は
二
六
〇

〇
年
を
超
え
る
と
す
る
見
方
に
立
て
ば
、
そ
れ
に
比
べ
て

考
古
学
の
い
う
「
ア
イ
ヌ
文
化
」
の
起
点
は
一
三
世
紀
以

降
と
か
な
り
短
く
、
し
た
が
っ
て
先
住
民
族
で
は
な
い
、

と
い
う
捉
え
方
で
す
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
日
本
国
内
に

は
ま
だ
根
強
く
残
っ
て
い
ま
す
。

本
史
で
い
う
中
世
、
近
世
、
近
代
と
、
時
代
を
経
る
ご
と

に
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
特
に
近
世
以
降
は
中
国
、
ロ

シ
ア
、
日
本
と
の
関
係
が
密
接
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
国
々

と
の
交
渉
の
中
で
ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
は
展
開
し
て
き
た

と
言
え
ま
す
。

　

一
口
に
ア
イ
ヌ
と
言
っ
て
も
、
よ
り
厳
密
に
は
居
住
域

に
よ
っ
て
「
北
海
道
ア
イ
ヌ
」、「
樺
太
ア
イ
ヌ
」、「
千
島

ア
イ
ヌ
」
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
近
世
に
お
い
て

は
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
は
日
本
と
の
関
係
が
、
千
島
ア
イ
ヌ

は
ロ
シ
ア
と
の
関
係
が
そ
れ
ぞ
れ
特
に
強
く
、
樺
太
ア
イ

ヌ
は
日
本
と
も
関
係
を
持
ち
ま
し
た
が
、
清
朝
か
ら
の
辺

民
編
成
も
及
ん
で
い
ま
し
た
。
以
下
、
近
世
に
お
け
る
北

海
道
ア
イ
ヌ
と
松
前
藩
の
関
係
お
よ
び
そ
の
変
遷
に
つ
い

て
概
説
し
ま
す
。

　

ア　

商
場
知
行
制
の
成
立
と
変
質

　

北
海
道
ア
イ
ヌ
と
和
人
は
近
世
初
期
は
合
従
連
衡
の
関

係
に
あ
っ
た
の
が
、
松
前
家
が
日
本
を
代
表
す
る
立
場
に

な
っ
た
と
き
、
ア
イ
ヌ
民
族
は
松
前
家
と
し
か
交
易
が
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
。
ア
イ
ヌ
民
族
は
交
易
相
手
と
な
る

和
人
を
「
ト
ク
イ
」（「
親
友
」
の
意
味
）
と
呼
ん
で
い
ま

し
た
が
、
松
前
家
は
個
々
の
ト
ク
イ
の
権
益
を
す
べ
て
接

収
し
て
、「
カ
ム
イ
ト
ク
イ
」（「
威
権
の
あ
る
ト
ク
イ
」

の
意
味
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
松
前
家
が
掌
握
し
た
ト
ク
イ
の
権
利
を
自
ら

の
家
臣
に
分
け
与
え
て
い
く
の
が
北
海
道
の
近
世
化
で

す
。
本
州
等
で
は
、
藩
主
は
城
下
町
に
家
臣
を
集
め
て
知

行
（
所
領
支
配
権
）
を
渡
し
て
い
ま
し
た
が
、
米
が
取
れ
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と
こ
ろ
で
、
場
所
請
負
商
人
は
、
場
所
の
経
営
権
を
権

益
と
し
て
請
け
負
っ
た
の
で
は
な
く
、
債
権
と
し
て
請
け

負
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、「
場
所
経
営
」（
後
期
場
所
請
負

制
度
）
へ
の
変
質
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ア
イ

ヌ
民
族
へ
の
押
し
売
り
・
押
し
買
い
を
そ
の
ま
ま
続
け
る

だ
け
で
は
債
務
の
回
収
に
足
り
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
で

場
所
請
負
商
人
た
ち
は
、
主
に
日
本
海
側
で
は
ニ
シ
ン
、

太
平
洋
側
で
は
イ
ワ
シ
を
獲
り
、
そ
れ
を
肥
料
に
加
工
し

て
出
荷
す
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
従
前
は
交
易
相
手

だ
っ
た
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
を
雇
っ
て
働
か
せ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
場
所
経
営
の
手
法
が
拡
大
し
て
い

く
過
程
で
起
き
た
反
発
が
「
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
」

（
一
七
八
九
年
）
で
あ
り
、
こ
の
戦
い
に
も
松
前
藩
が
勝

利
し
た
こ
と
に
よ
り
、
場
所
経
営
の
や
り
方
が
千
島
の
国

後
島
・
択
捉
島
や
樺
太
の
南
端
に
ま
で
広
が
り
ま
し
た
。

一
説
で
は
ア
イ
ヌ
が
築
い
て
い
た
砦
（
チ
ャ
シ
）
が
造
ら

れ
な
く
な
っ
た
の
も
こ
の
時
期
で
す
。

　

場
所
経
営
が
定
着
し
て
い
く
な
か
で
、
ア
イ
ヌ
の
中
に

「
役や
く

蝦え

夷ぞ

」
と
い
う
人
た
ち
が
現
れ
ま
し
た
。
法
令
の
伝

達
や
漁
業
の
労
務
管
理
な
ど
を
役
割
と
さ
れ
た
人
た
ち
で

す
。
こ
う
し
た
役
割
は
、
元
々
は
ア
イ
ヌ
の
リ
ー
ダ
ー
た

ち
に
「
惣そ
う
お
と
な

乙
名
」
な
ど
の
職
名
を
与
え
て
担
わ
せ
て
い
た

も
の
で
す
が
、
こ
れ
を
任
命
制
に
換
え
て
、
松
前
藩
や
場

所
請
負
商
人
の
現
地
責
任
者
で
あ
る
支
配
人
が
任
命
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
研
究
の
中

で
は
、
場
所
請
負
は
単
に
商
業
的
な
請
負
だ
け
で
な
く
、

行
政
請
負
の
側
面
も
あ
っ
た
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。

　

⑵　

近
世
か
ら
近
代
へ
の
過
渡
期

　

近
世
か
ら
近
代
（
明
治
期
）
へ
の
移
行
に
際
し
て
つ
く

ら
れ
た
、「
蝦
夷
地
諸
書
物
其
外
御
引
渡
目
録
」（
一
八
六

八
年
）
と
い
う
、
旧
幕
府
の
箱
館
奉
行
か
ら
新
政
府
の
箱

館
裁
判
所
へ
の
引
き
継
ぎ
文
書
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ

に
は
、「
全
嶋
大
幅
切
絵
図
」、「
場
所
々
々
切
絵
図
」、
北

蝦
夷
地
「
絵
図
面
」、「
東
西
場
所
請
負
証
文
」、
箱
館
蝦

夷
地
「
村
役
人
・
浜
役
之
も
の
名
前
書
」、
同
「
永
住
人
・

出
稼
人
家
数
人
別
書
」、「
北
蝦
夷
地
出
稼
人
名
前
書
」
と

と
も
に
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
人
別
帳
で
あ
る
「
役
土
人
名
前

書
并
土
人
々
別
帳
」
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
明
治
維
新
を

経
て
新
政
府
が
徳
川
幕
府
か
ら
版
籍
（
土
地
と
人
民
）
を

引
き
継
い
だ
と
き
、
ア
イ
ヌ
民
族
も
自
ら
の
意
思
の
如
何

に
か
か
わ
ら
ず
、
新
政
府
に
そ
の
人
身
が
引
き
継
が
れ
、

新
政
府
の
行
政
の
対
象
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
、
明
治
以
降
、
行
政
に
よ
る
ア
イ
ヌ
民
族
の
管
理

の
し
か
た
は
前
提
が
変
わ
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
お
い

て
は
、基
本
的
に
ア
イ
ヌ
民
族
は
異
文
化
を
持
し
た
存
在
、

和
人
で
は
な
い
人
々
と
み
な
さ
れ
、
こ
れ
を
前
提
と
し
た

支
配
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
和
人
が
ア
イ

ヌ
と
接
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
そ
の
間
に
、
通
詞
（
通
辞
）

と
呼
ば
れ
る
職
種
の
人
が
立
ち
会
い
ま
し
た
。
今
で
言
う

通
訳
者
で
す
が
、
実
態
と
し
て
は
和
人
側
か
ら
ア
イ
ヌ
側

に
和
人
の
法
令
な
ど
を
ア
イ
ヌ
語
で
一
方
的
に
伝
え
る
だ

け
で
し
た
。

　

こ
れ
が
明
治
に
な
っ
て
ど
う
変
わ
っ
た
か
と
言
え
ば
、

行
政
上
は
、
北
海
道
お
よ
び
一
一
カ
国
の
設
置
に
伴
い
、

な
い
北
海
道
で
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
と
日
本
の
商
船
は
松

前
に
来
な
け
れ
ば
交
易
が
で
き
な
い
こ
と
と
し
、
交
易
を

行
う
権
益
を
家
来
に
再
配
分
し
て
い
ま
し
た
。こ
れ
を「
城

下
交
易
体
制
」と
い
い
、松
前
藩
の
初
期
の
や
り
方
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
初
期
は
一
律
に
松
前
に
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち

を
迎
え
て
城
下
交
易
を
し
て
い
た
の
が
、
そ
の
後
、
幕
藩

体
制
の
整
備
を
背
景
に
、
松
前
家
が
蝦
夷
地
で
本
州
製
の

品
物
を
供
給
で
き
る
唯
一
の
窓
口
に
な
っ
た
こ
と
に
伴

い
、
交
易
の
現
場
は
松
前
か
ら
蝦
夷
地
の
交
易
ポ
イ
ン
ト

で
あ
る
「
商
あ
き
な
い
ば場
」
に
移
り
ま
す
。
商
場
で
の
交
易
権
を
知

行（
商
場
知
行
制
）と
し
て
与
え
ら
れ
た
松
前
家
臣
に
よ
っ

て
、
各
商
場
で
の
押
し
売
り
・
押
し
買
い
が
一
般
化
し
て

い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
商
場
交
易
に
よ
っ
て
ア
イ
ヌ
側

は
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
、
不
満
が
蓄
積
し
た
こ
と
で
起

き
た
大
き
な
反
発
が
い
わ
ゆ
る「
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
戦
争
」

（
一
六
六
九
年
）
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
戦
い
で
ア
イ
ヌ

側
が
敗
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
後
、
押
し
売
り
・
押
し

買
い
の
や
り
方
が
全
道
の
商
場
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

イ　

場
所
請
負
制
の
成
立
と
展
開

　

押
し
売
り
・
押
し
買
い
が
行
わ
れ
る
商
場
交
易
は
ア
イ

ヌ
側
に
不
利
な
も
の
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
一
応
は

交
易
で
し
た
。
し
か
し
、
松
前
藩
の
財
政
が
悪
化
し
、
交

易
だ
け
で
は
商
人
か
ら
の
借
金
を
返
せ
な
く
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
藩
や
家
来
は
ア
イ
ヌ
と
の
交
易
を
借
金
先
の
商
人

に
任
せ
、
借
金
の
カ
タ
に
商
場
の
経
営
を
委
ね
る
よ
う
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
商
人
を
「
場
所
請
負

商
人
」
と
い
い
ま
す
。
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そ
の
後
に
続
く
の
が
「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」
の
時

代
で
あ
り
、
同
法
の
下
で
ア
イ
ヌ
民
族
は
勧
農
と
教
育
に

よ
る
「
保
護
」
と
同
化
の
対
象
と
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
同

法
は
土
地
を
給
与
す
る
こ
と
の
ほ
か
、衛
生
状
況
の
向
上
、

特
別
学
校
の
設
置
、
授
産
の
推
進
な
ど
も
謳
わ
れ
て
い
ま

す
。
特
別
学
校
で
の
教
育
は
、
和
人
へ
の
同
化
を
目
的
と

し
て
い
た
こ
と
か
ら
日
本
語
だ
け
で
行
わ
れ
、
ア
イ
ヌ
民

族
は
劣
っ
た
民
族
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
っ
て
、
水
準
の

低
い
「
民
族
別
教
育
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

同
法
に
基
づ
く
事
業
の
予
算
の
出
所
は
、
天
皇
か
ら
の

恩
賜
金
や
、「
共
有
財
産
地
」（
保
護
地
の
う
ち
給
与
地
を

分
与
し
た
後
に
残
っ
た
土
地
）
に
入
植
し
た
和
人
か
ら
の

地
代
な
ど
で
す
。
し
か
し
、
共
有
財
産
地
か
ら
の
得
分
の

使
途
は
個
人
の
求
め
に
応
え
て
決
定
さ
れ
る
よ
う
な
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
北
海
道
庁
の
設
置
後
の
施
策

で
す
が
、
共
有
財
産
地
の
管
理
は
、
一
九
二
四
年
に
「
旧

土
人
互
助
組
合
」
が
共
有
財
産
地
ご
と
に
組
織
さ
れ
、
こ

の
官
製
組
織
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

組
合
長
に
は
市
町
村
長
が
就
き
、
共
有
財
産
地
の
管
理
だ

け
で
な
く
、
生
活
改
善
や
授
産
な
ど
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

互
助
組
合
の
理
事
会
の
構
成
で
は
、
多
く
の
場
合
、
ア
イ

ヌ
民
族
の
理
事
が
過
半
数
に
満
た
な
い
と
い
う
状
況
が
見

ら
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

民
族
別
教
育
の
打
破
、
土
地
処
分
権
の
付
与
、
共
有
財
産

の
自
主
管
理
な
ど
、
ア
イ
ヌ
当
事
者
か
ら
の
異
議
申
し
立

て
の
動
き
が
各
地
で
出
始
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。

　

た
だ
し
、
後
述
の
と
お
り
、
旭
川
の
近
文
地
区
の
共
有

財
産
地
だ
け
は
特
殊
で
、「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」
の

適
用
外
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
互
助
組
合
は
ア
イ
ヌ
の

人
々
が
自
ら
設
置
し
ま
し
た
。
こ
の
地
区
の
場
合
、
道
庁

が
運
営
す
る
旭
川
市
土
人
共
有
財
産
管
理
委
員
会
と
い
う

組
織
が
あ
り
ま
し
た
。

　

⑷　

同
化
の
推
進
を
肯
定
す
る
理
論
＝
社
会
進
化
論

  

特
別
学
校
で
民
族
別
教
育
が
行
わ
れ
た
の
は
、
ア
イ
ヌ

民
族
が
劣
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
前
提
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
福
沢
諭
吉
は
一
八
八
二
年
、「
遺
伝
之

能
力
」
と
題
し
た
新
聞
の
コ
ラ
ム
に
以
下
の
よ
う
な
こ
と

を
書
い
て
い
ま
す
。「
北
海
道
の
土
人
の
子
を
養
て
之
に

文
を
学
ば
し
め
、
時
を
費
し
財
を
捐
て
ゝ
辛
苦
教
導
す
る

も
其
成
業
の
後
に
至
り 

我
慶
応
義
塾
上
等
の
教
員
た
る

可
か
ら
ざ
る
や
明
な
り
。
蓋
し
本
人
に
罪
な
し
、
祖
先
以

来
精
神
を
練
磨
し
た
る
こ
と
な
く
し
て 

遺
伝
の
智
徳
に

乏
し
け
れ
ば
な
り
」。
ア
イ
ヌ
民
族
の
母
親
の
お
腹
か
ら

生
ま
れ
た
子
ど
も
は
、
ど
ん
な
に
勉
強
し
て
も
、
慶
應
義

塾
大
学
の
教
員
に
は
な
れ
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
意
味
で

す
。

　

福
沢
諭
吉
で
す
ら
こ
う
し
た
考
え
方
を
疑
わ
な
か
っ
た

時
代
で
す
か
ら
、
世
間
で
は
江
戸
時
代
以
来
の
野
蛮
人
視

が
根
強
く
残
り
、
行
政
の
や
り
方
に
お
い
て
も
教
育
に
お

い
て
も
、
ア
イ
ヌ
は
劣
っ
た
民
族
、
難
し
い
こ
と
を
言
っ

て
も
理
解
で
き
な
い
、
な
ど
と
い
っ
た
偏
見
が
一
般
的
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
古
民
」・「
土
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
に

は
戸
籍
制
度
が
適
用
さ
れ
、
一
八
七
一
年
に
北
海
道
平
民

籍
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
一
方
で
、
先
ほ
ど
も
説
明
し
た

と
お
り
、
ア
イ
ヌ
の
用
益
地
は
の
き
な
み
国
に
取
り
上
げ

ら
れ
、「
無
主
地
」
と
さ
れ
、
後
に
北
海
道
国
有
未
開
地

の
扱
い
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
民
族
別
支
配
の
実
態
は
簡
単
に
変
わ
る
も
の

で
は
な
く
、
通
詞
の
後
身
で
あ
る
「
土
人
取
締
」
と
い
う

役
人
が
各
地
に
配
置
さ
れ
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
北
海
道

で
は
当
時
、「
土
人
伍
長
」
制
度
も
始
ま
り
ま
し
た
。
地

方
制
度
と
し
て
の
伍
長
制
度
は
全
国
に
あ
り
、
江
戸
時
代

の
五
人
組
制
度
の
よ
う
な
行
政
の
末
端
組
織
と
し
て
機
能

し
て
い
ま
し
た
が
、
北
海
道
だ
け
は
同
じ
地
域
に
和
人
の

伍
長
と「
土
人
」の
伍
長
の
両
方
を
置
い
て
い
ま
し
た
。「
土

人
」
の
伍
長
は
前
時
代
の
乙
名
を
そ
の
ま
ま
ス
ラ
イ
ド
さ

せ
た
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
前
時
代
的
な
民
族
別
支
配
が

続
け
ら
れ
て
い
た
と
言
え
ま
す
。

　

⑶　

近
代
期
に
お
け
る
保
護
・
同
化
政
策
の
推
進

　

明
治
期
に
入
っ
て
、
本
州
以
南
か
ら
の
移
民
が
急
速
に

増
え
て
い
く
な
か
で
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
地
域
で
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
に
な
っ
て
い
き
、
一
八
八
〇
年
代
ま
で
に
は
、「
土

人
取
締
」
と
「
土
人
伍
長
」
が
廃
止
さ
れ
、「
旧
土
人
保

護
地
」
へ
の
囲
い
込
み
が
加
速
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
至
っ

て
、
生
産
者
集
団
と
し
て
の
比
重
が
低
下
し
た
ア
イ
ヌ
民

族
は
、
行
政
支
配
の
対
象
と
し
て
も
、
自
治
の
主
体
と
し

て
も
扱
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
言
え
ま
す
。
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万
四
四
〇
〇
坪
）
を
三
六
戸
の
ア
イ
ヌ
（
近
文
一
六

戸
、
永
山
九
戸
、
忠
別
五
戸
、
神
楽
・
比
布
・
当
麻

各
二
戸
）
へ
仮
引
渡
（
各
約
一
万
三
七
〇
〇
坪
）。

近
文
ア
イ
ヌ
地
の
成
立
。
た
だ
し
、居
住
者
一
三
戸
、

通
作
者
一
五
戸
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
、
上
川
盆
地
に
暮
ら
し
て
い
た
ア

イ
ヌ
の
人
た
ち
は
近
文
の
「
保
護
地
」
に
押
し
込
め
ら
れ

ま
し
た
。

　
「
近
文
旧
土
人
保
護
地
」
の
設
置
当
初
は
、
鉄
道
も
な

け
れ
ば
、
陸
軍
の
師
団
の
設
置
も
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
、
明
治
三
〇
年
代
に
な
る
と
、
近
文
地
区

の
南
側
に
は
、
鉄
道
上
川
線
の
駅
が
置
か
れ
て
交
通
の
要

衝
と
な
り
、
東
側
に
は
北
海
道
で
最
も
規
模
の
大
き
な
陸

軍
師
団
で
あ
る
第
七
師
団
の
駐
屯
地
が
置
か
れ
て
一
万
人

規
模
の
軍
人
と
そ
の
家
族
が
移
り
住
み
、
周
囲
の
状
況
が

一
変
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
先
に
は
旭
川
市
の

市
街
化
予
定
地
や
永
山
屯
田
兵
村
、
帝
室
林
野
局
所
管
の

御
料
林
も
連
な
っ
て
い
ま
し
た
。
上
川
盆
地
に
暮
ら
し
て

い
た
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
を
盆
地
の
端
に
排
除
し
た
は
ず

だ
っ
た
の
が
、
保
護
地
自
体
が
師
団
と
市
街
地
を
結
ぶ
有

望
な
土
地
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

⑵　

近
文
旧
土
人
保
護
地
事
件
の
沿
革

　

近
文
地
区
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
に
よ
り
、
明
治
三
〇

年
代
以
降
、
保
護
地
を
移
転
さ
せ
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
を

他
の
場
所
へ
移
す
動
き
が
出
始
め
ま
す
。
こ
う
し
た
政
府

の
動
き
に
抗
す
る
近
文
ア
イ
ヌ
の
異
議
申
し
立
て
と
行
動

は
、
明
治
三
〇
年
代
か
ら
昭
和
初
期
に
至
る
ま
で
、
三
次

に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

ア　

第
一
次
事
件
（
一
八
九
九
年
末
～
一
九
〇
〇
年
五

月
）

　

第
一
次
事
件
は
、
大
倉
組
に
よ
る
土
地
開
発
計
画
に
基

づ
く
保
護
地
移
転
の
策
動
と
、
北
海
道
庁
が
こ
れ
を
許
可

し
た
こ
と
が
発
端
で
す
。

　

こ
の
と
き
は
、
和
人
の
小
作
人
が
土
地
を
守
る
と
い
う

立
場
で
、
地
主
で
あ
る
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
と
連
携
し
、
内

務
省
へ
の
反
対
陳
情
を
行
っ
た
ほ
か
、
川
上
コ
ヌ
サ
ア
イ

ヌ
（「
近
文
旧
土
人
請
願
委
員
総
代
」）
ら
の
上
京
運
動
も

行
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
が
奏
功
し
、
移
転
を
撤
回

さ
せ
ま
し
た
。

イ　

第
二
次
事
件
（
一
九
〇
〇
年
一
〇
月
～
〇
七
年
四

月
）

　

第
一
次
事
件
で
の
移
転
の
撤
回
後
も
、
第
七
師
団
の
関

係
者
や
入
植
者
な
ど
、旭
川
へ
の
移
住
者
は
増
加
し
続
け
、

都
市
化
が
進
み
、
近
文
地
区
の
土
地
と
し
て
の
潜
在
的
な

価
値
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
、
浜

益
ア
イ
ヌ
の
天
川
恵
三
郎
が
、
独
自
の
移
転
策
を
提
出
し

ま
し
た
。
天
川
は
、
明
治
の
初
め
に
小
学
校
高
等
科
を
卒

業
し
、
税
務
署
勤
務
の
経
歴
を
持
つ
人
物
で
、
旭
川
に
親

戚
が
い
た
関
係
で
こ
の
問
題
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
天
川
提
出
の
移
転
策
は
、
ア
イ
ヌ
側
が
共
有
財
産
地

を
放
棄
し
、名
寄
な
ど
他
所
へ
の
移
住
も
す
る
代
わ
り
に
、

　

だ
か
ら
こ
そ
、
ア
イ
ヌ
は
日
本
へ
の
同
化
を
前
提
に
保

護
す
べ
き
対
象
と
さ
れ
、
そ
の
一
方
で
バ
チ
ェ
ラ
ー
ス

ク
ー
ル（
ア
イ
ヌ
民
族
の
た
め
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
）

の
設
置
の
動
き
な
ど
、
ア
イ
ヌ
が
外
と
つ
な
が
ろ
う
と
す

る
動
き
は
警
戒
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
、
ア
イ
ヌ
を
民
族
的
に
劣
っ
た
存
在
と
み
な

す
考
え
方
を
社
会
進
化
論
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
が
当
時
、

ア
イ
ヌ
民
族
の
日
本
へ
の
同
化
を
肯
定
す
る
理
論
で
あ

り
、「
開
拓
史
観
」
の
理
論
的
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
。

６
．
ア
イ
ヌ
当
事
者
か
ら
の
異
議
申
し
立
て

－

旭
川

　

の
例

  

⑴　

近
文
の
保
護
地
化
と
状
況
の
変
化

  

先
ほ
ど
も
ご
紹
介
し
た
と
お
り
、
上
川
盆
地
で
「
旧
土

人
保
護
地
」
に
指
定
さ
れ
た
地
区
は
、
現
在
の
旭
川
市
の

近
文
地
区
で
す
。
こ
の
地
区
の
沿
革
は
以
下
の
と
お
り
で

す
。・　

一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
、
石
狩
国
上
川
郡
に

一
三
の
原
野
選
定
、
そ
の
一
つ
に
チ
カ
ブ
ニ
原
野
誕

生
。

・　

一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
、
近
文
原
野
の
区
画

測
量
と
区
画
地
の
貸
下
の
開
始
。

・　

一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
、「
石
狩
国
上
川
郡

鷹
栖
村
区
画
図
」
に
「
旧
土
人
開
墾
予
定
地
」
明
記
。

・　

一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
、
近
文
原
野
区
画
地

の
貸
下
に
際
し
、「
旧
土
人
保
護
地
」（
三
七
筆
四
九



13 北海道自治研究 ２０２０年３月（Ｎo.614）

発
が
行
わ
れ
て
お
り
、
小
作
人
は
地
代
の
安
い
保
護
地
に

多
数
の
借
家
を
建
て
、
家
賃
収
入
で
大
き
な
収
益
を
あ
げ

て
い
ま
し
た
。
近
文
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
は
こ
う
し
た
実
態

を
把
握
し
て
お
り
、
保
護
地
全
域
を
自
主
的
に
管
理
し
た

い
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
近
文
ア
イ
ヌ
側
は
保
護
地
の
経
営
主
体
と
し

て
「
財
団
法
人
豊
栄
互
助
財
団
」
を
創
立
し
、
こ
こ
で
ま

ず
小
作
料
の
取
り
立
て
か
ら
始
め
ま
す
。
こ
の
財
団
の
中

心
が
松
井
国
三
郎
や
荒
井
源
次
郎
ら
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
北
海
道
庁
は
、
運
動
を
沈
静
化
さ
せ
る

た
め
、
ア
イ
ヌ
施
策
を
所
管
し
て
い
た
社
会
課
属
の
職
員

を
現
地
に
派
遣
し
、
近
文
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
対
し
て
分
断

工
作
を
行
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
や
や
激
し
い
運
動
を

展
開
し
て
い
た
財
団
派
と
、
そ
れ
に
疑
問
を
持
つ
穏
健
派

の
対
立
を
あ
お
っ
て
、
財
団
派
を
孤
立
さ
せ
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
対
立
を
経
て
制
定
さ
れ
た
の
が
「
旭
川
市
旧

土
人
保
護
地
処
分
法
」（
昭
和
九
年
三
月
二
三
日
法
律
第

九
号
）
で
す
。
結
果
的
に
同
法
の
下
で
、
現
住
地
（
五
〇

戸
、
計
五
〇
町
歩
弱
）
の
み
に
つ
い
て
ア
イ
ヌ
の
所
有
権

を
認
め（
昭
和
九
年
一
一
月
一
日
、五
〇
戸
に
地
券
交
付
）、

九
〇
町
歩
の
共
有
地
は
北
海
道
庁
が
管
理
す
る
こ
と
と

し
、
小
作
料
は
北
海
道
庁
が
徴
収
し
、
保
護
費
に
充
当
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

松
井
作
成
の
財
団
の
収
支
計
画
書
を
見
る
と
、
旧
ソ
連

の
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
近
い
仕
組
み
が
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。
計
画
書
か
ら
は
、
下
付
地
に
ア
パ
ー

ト
を
建
設
し
て
全
住
民
が
住
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
農
地
に
出

か
け
て
い
く
こ
と
、
共
有
地
で
宅
地
経
営
を
行
っ
て
賃
貸

　

ウ　

第
三
次
事
件
（
一
九
三
一
～
三
四
年
）

　

一
九
〇
六
年
に
北
海
道
庁
が
旭
川
町
に
出
し
た
保
護
地

管
理
の
指
令
は
三
〇
年
間
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
三
〇
年

後
を
見
据
え
た
様
々
な
動
き
が
昭
和
初
期
に
出
始
め
ま

す
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
昭
和
六
～
九
年
に
、
近
文
ア
イ

ヌ
の
松
井
国
三
郎
ら
が
主
導
し
た
保
護
地
の
自
主
管
理
運

動
が
第
三
次
事
件
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
す
。

　

旭
川
町
は
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
に
市
制
施
行
し

て
旭
川
市
に
な
り
、一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
四
月
を
も
っ

て
、
旧
土
人
保
護
地
を
含
む
字
近
文
を
改
称
し
、
川
端
町
、

旭
町
、
北
門
町
、
錦
町
、
緑
町
、
近
文
町
の
一
部
と
し
ま

し
た
。
前
年
五
月
に
は
、
市
か
ら
政
府
に
働
き
か
け
て
、

当
該
地
を
都
市
計
画
区
域
に
指
定
し
、
旧
土
人
保
護
地
で

あ
り
な
が
ら
、
都
市
開
発
が
で
き
る
地
種
に
変
え
て
い
ま

し
た
。

　

こ
う
し
た
動
き
が
あ
る
な
か
で
、
近
文
ア
イ
ヌ
の
側
は

一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
八
月
、「
旭
川
市
豊
栄
互
助
組
合
」

を
結
成
し
、現
住
地
だ
け
で
も
「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」

に
基
づ
く
給
与
地
と
同
じ
よ
う
に
土
地
の
所
有
権
を
付
与

し
て
ほ
し
い
と
い
う
請
願
を
道
庁
長
官
に
行
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
近
文
ア
イ
ヌ
は
「
近
文
旧
土
人
部
落
民
大
会
」

を
開
き
、
同
年
一
二
月
、
現
住
地
だ
け
で
な
く
保
護
地
全

地
の
付
与
の
請
願
を
決
議
し
、
北
海
道
庁
へ
願
書
を
提
出

し
ま
し
た
。

　

な
ぜ
全
地
付
与
の
請
願
と
な
っ
た
か
と
言
え
ば
、
町
管

理
と
さ
れ
た
保
護
地
を
借
り
て
い
る
小
作
人
た
ち
の
状
況

を
見
て
い
た
か
ら
で
す
。
保
護
地
の
う
ち
町
管
理
と
さ
れ

た
部
分
は
小
作
地
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
住
宅
開

現
行
の
居
住
地
に
関
す
る
権
利
を
残
し
、
転
貸
料
等
の
収

益
は
ア
イ
ヌ
が
自
ら
収
納
す
る
と
い
う
内
容
で
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
反
対
し
た
旭
川
町
は
一
九
〇
三
年
、

町
会
に
よ
り
保
護
地
管
理
策
を
決
議
し
、
こ
れ
を
受
け
た

北
海
道
庁
は
一
九
〇
六
年
六
月
、
町
に
三
〇
年
間
の
保
護

地
管
理
を
指
令
し
ま
し
た
。

　

一
方
、
そ
れ
に
先
立
つ
一
九
〇
六
年
一
月
に
は
、
深
川

ア
イ
ヌ
の
栗
山
国
四
郎
が
独
自
の
保
護
地
自
主
管
理
策
を

試
行
し
て
い
ま
し
た
。
栗
山
は
、
天
川
案
に
あ
る
一
部
の

自
主
管
理
で
は
な
く
、
全
域
を
ア
イ
ヌ
民
族
が
自
主
管
理

す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
管
理
主
体
と
し
て
「
上
川
土
人

自
治
義
会
」
を
組
織
し
て
い
ま
す
が
、
町
は
警
察
を
通
じ

栗
山
を
召
喚
、
こ
の
案
を
撤
回
せ
し
め
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
町
の
動
き
に
対
し
、
天
川
は
一
九
〇
六
年
六

月
、
保
護
地
全
域
の
ア
イ
ヌ
民
族
に
よ
る
自
主
管
理
を
め

ざ
し
、
訴
訟
を
起
こ
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
道
庁
は
、

天
川
に
予
戒
命
令
を
出
し
ま
し
た
。
予
戒
命
令
と
は
、
地

域
を
指
定
し
て
、
そ
こ
へ
の
立
ち
入
り
を
禁
止
す
る
命
令

で
あ
り
、
天
川
は
旭
川
に
い
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

結
果
と
し
て
、
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
四
月
に
、

道
庁
指
令
に
基
づ
き
、
保
護
地
の
一
部
（
全
体
の
三
三
・

四
％
）
は
ア
イ
ヌ
民
族
に
割
渡
し
が
な
さ
れ
、
そ
れ
以
外

は
町
が
管
理
す
る
も
の
と
さ
れ
ま
し
た
。
町
管
理
の
土
地

は
和
人
の
小
作
地
と
さ
れ
、
小
作
料
は
町
に
収
納
さ
れ
、

町
の
裁
量
で
ア
イ
ヌ
民
族
に
対
す
る
授
産
や
教
育
な
ど
の

施
策
を
考
え
る
体
制
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
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７
．
荒
井
源
次
郎
の
思
想
と
砂
澤
ビ
ッ
キ
の
芸
術

  

荒
井
源
次
郎
（
一
九
〇
〇
～
九
一
年
）
は
、
近
文
の
ア

イ
ヌ
で
、
前
出
の
第
三
次
近
文
旧
土
人
保
護
地
事
件
や
第

二
次
農
地
改
革
関
連
法
の
反
対
運
動
に
も
関
わ
っ
た
一
貫

し
た
闘
士
で
す
。

　

荒
井
は
筋
金
入
り
の
旧
土
人
保
護
法
撤
廃
論
者
で
す
。

荒
井
の
思
想
の
特
殊
性
は
、
旧
土
人
保
護
法
の
撤
廃
だ
け

で
な
く
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
議
論
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
新

法
の
制
定
に
も
反
対
し
て
い
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
著
書
の
『
続
ア
イ
ヌ
の
叫
び
』（
一
九
九
〇
年
）
に
よ

る
と
、
ア
イ
ヌ
を
対
象
と
す
る
法
律
の
制
定
は
「
内
容
は

ど
う
あ
れ
」、「
ア
イ
ヌ
を
保
護
民
だ
と
の
レ
ッ
テ
ル
を
は

る
」こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
す
。
当
時
、

ア
イ
ヌ
民
族
の
多
く
に
新
法
制
定
を
期
待
す
る
風
潮
が
広

が
る
な
か
、
荒
井
は
こ
れ
に
「
断
固
反
対
」
し
ま
し
た
。

　

法
律
を
制
定
さ
せ
な
い
と
な
る
と
、
そ
の
こ
と
は
ア
イ

ヌ
民
族
の
同
化
へ
向
か
う
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
ま
す

が
、
荒
井
の
思
想
に
お
い
て
は
、
国
に
よ
る
保
護
の
廃
止

と
民
族
文
化
の
伝
承
は
矛
盾
せ
ず
に
併
存
し
て
お
り
、「
い

た
ず
ら
に
過
去
の
悲
惨
に
涙
を
絞
る
こ
と
な
く
」、「
将
来

の
光
明
を
求
め
よ
う
で
は
な
い
か
」
と
呼
び
か
け
ま
し

た
。
つ
ま
り
、
保
護
を
目
的
と
す
る
新
法
の
前
提
に
は
日

本
社
会
に
よ
る
ア
イ
ヌ
の
文
化
伝
統
へ
の
蔑
視
や
無
知
蒙

昧
視
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
止
め
さ
せ
る
た
め
に
、
法
律

の
制
定
に
よ
る
生
活
文
化
状
況
の
改
善
を
求
め
る
の
で
は

な
く
、
平
等
な
土
俵
を
整
え
た
上
で
ア
イ
ヌ
自
身
に
公
民

と
し
て
の
自
助
努
力
（
固
有
の
文
化
伝
承
を
含
む
）
を
求

で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
先
住
民
族
の
こ
と
が
全
く
考
慮
に
入
れ
ら
れ

て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
先
住
民

族
に
対
す
る
何
ら
か
の
特
別
な
配
慮
は
日
本
国
憲
法
の
枠

内
で
は
不
可
能
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
で
は
戦
後
、
先
住
民
の
存
在
を
顧

慮
さ
れ
な
い
制
度
が
つ
く
ら
れ
、
ま
た
、
農
地
改
革
関
連

法
の
旧
土
人
保
護
地
へ
の
適
用
除
外
も
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
に
な
っ
て
、
旭
川
で
何
が
起
き
た
か
と
言
え
ば
、
一
九

四
七
年
以
降
、「
旧
土
人
」
の
共
有
地
が
小
作
人
に
縁
故

特
売
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
近
文
ア
イ

ヌ
に
よ
る
共
有
地
の
所
有
権
は
喪
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

縁
故
特
売
に
よ
る
収
益
金
は
関
係
す
る
ア
イ
ヌ
の
人
た

ち
に
配
分
さ
れ
た
の
で
す
が
、
相
当
額
の
残
金
も
発
生
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
残
金
に
つ
い
て
、
一
九
九
七
年
の
い

わ
ゆ
る
「
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
法
」
制
定
に
伴
う
「
北
海
道

旧
土
人
保
護
法
」
お
よ
び
「
旭
川
市
旧
土
人
保
護
地
処
分

法
」の
廃
止
を
機
に
、「
旭
川
市
旧
土
人
五
〇
名
共
有
財
産
」

（
縁
故
特
売
収
益
配
分
残
高
）
の
返
還
請
求
が
公
示
さ
れ

ま
し
た
が
、
こ
れ
に
近
文
ア
イ
ヌ
の
関
係
者
が
異
議
申
し

立
て
の
訴
訟
を
起
こ
し
ま
し
た
。
こ
の
訴
訟
は
二
〇
〇
六

年
ま
で
係
争
が
続
き
、
最
終
的
に
最
高
裁
で
棄
却
さ
れ
、

「
旭
川
市
旧
土
人
五
〇
名
共
有
財
産
」
は
雲
散
霧
消
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。

料
を
集
め
る
こ
と
、
収
入
は
個
々
人
で
は
な
く
財
団
が
一

括
し
て
管
理
し
、
全
戸
一
カ
年
の
生
活
費
二
万
円
を
等
し

く
配
分
す
る
こ
と
、
な
ど
が
読
み
取
れ
る
ほ
か
、
育
英
・

医
療
費
支
給
規
程
な
ど
も
つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時

の
新
聞
記
事
に
よ
る
と
、
松
井
は
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
列
島

で
実
践
さ
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
施
策
の
仕
組
み

を
参
考
に
し
た
そ
う
で
す
。
旭
川
に
は
当
時
、
こ
の
よ
う

な
ア
イ
ヌ
民
族
が
、
世
界
に
視
野
を
広
げ
て
得
た
構
想
を

も
っ
て
自
治
の
実
践
を
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

⑶　
「
旭
川
市
旧
土
人
保
護
地
」
の
顛
末

　

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
、
一
九
四
六
年
一
〇
月
以

降
、
日
本
で
は
戦
後
改
革
の
一
環
で
第
二
次
農
地
改
革
の

関
連
法
（「
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
」
と
「
農
地
調
整

法
改
正
法
」）
が
制
定
さ
れ
、
大
地
主
制
度
の
解
体
（
不

在
地
主
の
小
作
地
、
在
村
地
主
の
小
作
地
の
う
ち
一
定
の

保
有
限
度
を
超
え
る
分
は
、
国
が
強
制
買
収
）
と
、
小
作

人
（
自
作
農
）
へ
の
農
地
の
優
先
的
な
分
与
（
低
価
格
で

の
特
売
）
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
定
以
上
の

面
積
を
持
つ
旧
土
人
保
護
地
も
そ
の
例
外
と
は
さ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
社
団
法
人
北
海
道
ア
イ
ヌ

協
会
（
一
九
四
六
年
二
月
設
立
）
が
、
同
法
の
旧
土
人
保

護
地
へ
の
適
用
除
外
を
求
め
ま
し
た
が
、
結
果
的
に
こ
れ

は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
、
同
年
公
布
の
日
本
国
憲
法
は
、
個
人
の
平
等
を

謳
い
、
族
籍
や
門
地
に
基
づ
く
公
的
区
分
を
否
定
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
個
人
に
等
級
を
つ
け
な
い
と
い
う
考
え
方
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本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
一
一
日
に
開
催
し

た
、
北
海
道
史
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
第
三
回
学
習

会
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
文
責
・
編
集
部

に
つ
い
て
お
話
を
し
て
き
ま
し
た
。

　

ア
イ
ヌ
民
族
の
近
代
史
を
基
本
的
に
「
影
」
の
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
語
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
語
る
こ
と

自
体
も
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
に
対
し
て
失
礼
な
視
点
で
あ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
対
す
る
構
造

的
な
社
会
・
経
済
的
な
不
利
益
が
、
地
方
自
治
の
現
場
も

含
め
、
こ
れ
ま
で
も
、
ま
た
現
在
も
存
在
し
て
き
た
わ
け

で
あ
り
、
こ
れ
を
反
省
し
た
上
で
、
今
後
わ
た
し
た
ち
の

社
会
を
ど
う
構
築
し
て
い
く
の
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

そ
の
際
に
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
の
が
、「
ア
イ
ヌ
民
族

は
先
住
民
族
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
は
、
二

〇
〇
八
年
六
月
六
日
に
衆
参
両
院
で
「
ア
イ
ヌ
民
族
を
先

住
民
族
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
決
議
」
を
採
択
し
た
瞬
間

か
ら
、
ア
イ
ヌ
民
族
と
い
う
先
住
民
が
い
る
こ
と
を
前
提

と
し
た
社
会
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
北
海
道
の

地
方
自
治
は
先
住
民
族
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た

自
治
の
現
場
と
な
っ
た
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
北
海
道
に

暮
ら
す
者
は
、
こ
う
し
た
前
提
を
踏
ま
え
た
上
で
、
北
海

道
の
将
来
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く
こ
と
、
言
い
換
え
れ

ば
、
北
海
道
の
歴
史
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
振
り
返
り
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
未
来
に
つ
な
い
で
い
く
か
が
問
わ
れ

て
い
ま
す
。＜

た
に
も
と　

あ
き
ひ
さ
・
北
海
道
大
学
大
学
院
教
授＞

め
る
と
い
う
の
が
、
荒
井
の
確
固
た
る
信
念
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
荒
井
の
思
想
を
受
け
継
い
だ
一
人
が
、芸
術
家（
彫

刻
家
）
の
砂
澤
ビ
ッ
キ
（
一
九
三
一
～
八
九
年
）
で
す
。

砂
澤
は
近
文
の
出
身
で
、「
全
国
ア
イ
ヌ
語
る
会
」
の
議

長
も
務
め
る
な
ど
、
ア
イ
ヌ
民
族
運
動
に
終
生
参
加
し
て

い
ま
し
た
。

　

砂
澤
は
、
経
済
的
自
立
を
果
た
し
つ
つ
、
そ
の
上
で
自

ら
の
芸
術
を
追
求
し
た
人
で
す
。
砂
澤
自
身
に
よ
る
「
木

彫
の
こ
こ
ろ
」（
一
九
八
五
年
）
と
い
う
文
章
に
、
作
品

制
作
に
あ
た
っ
て
の
ス
タ
ン
ス
が
書
か
れ
て
お
り
、「
ア

イ
ヌ
民
族
と
は
天
性
的
に
造
形
性
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ

り
、
私
は
ア
イ
ヌ
を
意
識
し
て
い
な
い
。
意
識
し
な
い
と

こ
ろ
に
出
る
も
の
こ
そ
、
本
質
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
。
抽
象
作
品
こ
そ
自
ら
の
美
術
作

品
と
し
、
普
遍
的
芸
術
を
目
指
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
ア
イ

ヌ
的
本
質
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
排
除
し
な
い
と
い
う
ス

タ
ン
ス
で
す
。

  

荒
井
の
思
想
や
砂
澤
の
作
品
制
作
の
ス
タ
ン
ス
に
は
、

ア
イ
ヌ
の
方
々
が
近
代
以
降
の
状
況
の
中
で
到
達
し
た
一

つ
の
地
平
を
見
る
思
い
が
し
ま
す
。

８
．
ま
と
め
に
代
え
て

－

歴
史
を
い
か
に
未
来
に
つ

　

な
ぐ
か

　

以
上
、「
北
海
道
開
拓
の
光
と
影
」
の
題
で
、
北
海
道

の
近
代
史
の
二
面
性
、「
光
」
の
側
面
で
あ
る
和
人
の
開

拓
史
と
、「
影
」
の
側
面
で
あ
る
ア
イ
ヌ
民
族
の
近
代
史


